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○大規模氾濫減災協議会の取り組み方針並びに緊急行動計画に基づき、「令和２年度までに、長期にわたり浸
水が継続する地域などにおいて、排水計画を作成」するものとする。

○『排水作業準備計画』は、実際の洪水時に、氾濫状況に応じて、排水作業の進め方を検討・決定する上で必
要な基礎資料を事前に準備し整理しておくもの。

○排水計画における詳細事項について、行動計画を設定しておくことで、実際の排水活動が迅速かつ効率的に
実施することを目的とする。

○『排水作業準備計画』は協議会等の場を通じて関係者間で共有するとともに、本資料により訓練を実施する。

排水作業準備計画の作成

長時間続く洪水、広範囲にわたる浸水被害から地域を守るための水防活動・復旧に関する取組
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〇排水地点の設定
各氾濫ブロックにおいて最も効率的に排水が可能となる地点を検討。

○アクセスルート検討
最大想定規模・単独氾濫ブロックの浸水を考慮してアクセスルートを設定。

〇排水ポンプ車の配置検討
排水作業を行う際の設備配置について検討。

■具体的な取り組み内容

長時間続く洪水、広範囲にわたる浸水被害から地域を守るための水防活動・復旧に関する取組

H30年度検討箇所
（雄信内市街地）H30年度検討箇所

（天塩町市街地）

R1年度検討箇所
（雄信内市街地）

H29年度検討箇所
（問寒別市街地） 雄信内市街部

下雄信内樋門

(周辺よりも地盤が低い)

図 排水地点の設定

図 配置検討
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■具体的な取り組み内容

長時間続く洪水、広範囲にわたる浸水被害から地域を守るための水防活動・復旧に関する取組

H30年度検討箇所
（留萌市街地_左岸）

R1年度検討箇所
（藤山上流地区）

H30年度検討箇所
（留萌市街地_右岸）

図 排水地点の設定

右岸川北1号樋門

(下流側排水地点)

右岸 東雲1号樋門

(上流側排水地点)

国道232号線

国道232号を境に排水域が分断されるため、右岸側の
排水地点は2箇所設定した。

左岸高砂樋門

(周辺よりも地盤が低い)

図 配置検討
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■排水地点の検討

長時間続く洪水、広範囲にわたる浸水被害から地域を守るための水防活動・復旧に関する取組

・最大規模の浸水想定を基に、効率的に排水が可能な位置をブ
ロックごとに検討する。
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■アクセスルートの検討(天塩川下流 雄信内市街地の場合)

長時間続く洪水、広範囲にわたる浸水被害から地域を守るための水防活動・復旧に関する取組

主要アクセス
ルート(実線)

代替アクセス
ルート(破線)

・アクセスルートは上下流両方からの接続を確保する。
・緊急時は不測の事態により主要アクセスルートの通行が困難となる場合も
考慮し、代替ルートや迂回ルートなど複数のアクセスルートを設定。
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■アクセスルートの検討(留萌川右岸 藤山地区の場合)

長時間続く洪水、広範囲にわたる浸水被害から地域を守るための水防活動・復旧に関する取組

主要アクセス
ルート(実線)

代替アクセス
ルート(破線)

・アクセスルートは上下流両方からの接続を確保する。
・緊急時は不測の事態により主要アクセスルートの通行が困難となる場合
も考慮し、代替ルートや迂回ルートなど複数のアクセスルートを設定。

・藤山地区周辺の国道は縦断的に浸水が想定
されるため、高規格道路・深川留萌道の緊
急進入路を利用したアクセスルートとする。
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https://k.river.go.jp/
https://frl.river.go.jp/


水害リスクラインによる水位情報の提供

上流から下流まで連続的に、地先毎の洪水危険度を把握・表示する「水害リスク
ライン」により、災害の切迫感をわかりやすく伝える取組を推進

現行の洪水予報・危険度の表示 水害リスクラインを活用した洪水予報・危険度の表示

観測所水位
（ポップアップ） 浸水想定区域図

（スクロール拡大）

カメラ画像
（ポップアップ）

水位観測所の水位で代表して、

一連区間の危険度を表示

左右岸別、上下流連続的に地先ごとの危険度を表示

観測所水位
（ポップアップ）

－9－



住民自らの行動に結びつく水害・土砂災害ハザード・リスク情報共有プロジェクト概要

〇プロジェクト参加団体

本プロジェクトでは、情報を発信する行政と情報を伝えるマスメディア、ネットメディアの関係者等が「水防
災意識社会」を構成する一員として、それぞれが有する特性を活かした対応策、連携策を検討し、住民自
らの行動に結びつく情報の提供・共有方法を充実させる６つの連携プロジェクトをとりまとめ実行する。

＜マスメディア＞
日本放送協会（NHK）、一般社団法人日本民間放送連盟
一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟
NPO法人気象キャスターネットワーク
エフエム東京
全国地方新聞社連合会
一般財団法人道路交通情報通信システムセンター（VICS）
＜ネットメディア＞

LINE株式会社、Twitter Japan株式会社
グーグル合同会社、ヤフー株式会社
NTTドコモ株式会社、KDDI株式会社
ソフトバンク株式会社
＜行政関連団体＞
一般財団法人マルチメディア振興センター（Lアラート）
＜市町村関係者＞
新潟県見附市
＜地域の防災活動を支援する団体＞
常総市防災士連絡協議会
＜行政＞
国土交通省水管理・国土保全局、道路局
気象庁

Ａ：災害情報単純化プロジェクト ～災害情報の一元化・単純化による分かりやすさの追求～
水害・土砂災害情報統合ポータルサイトの作成、情報の「ワンフレーズマルチキャスト」の推進、
気象キャスター等との連携による災害情報用語・表現改善点検

課題１ より分かりやすい情報提供のあり方は

課題３ 情報弱者に水害・土砂災害情報を伝える方法とは

課題２ 住民に切迫感を伝えるために何ができるか

〇住民自らの行動に結びつける新たな6つの連携プロジェクト
～受け身の個人から行動する個人へ～

１０月 ４日 第１回全体会議
１０月１１日 第１回ＷＧ
１０月２４日 第２回ＷＧ
１１月 ８日 第３回ＷＧ
１１月２２日 第４回ＷＧ
１１月２９日 第２回全体会議

上記課題を具体化させるために

第１回全体会議
（平成30年10月4日）

〇会議の流れ
Ｆ：地域コミュニティー避難促進プロジェクト
～地域コミュニティーの防災力の強化と情報弱者へのアプローチ～
登録型のプッシュ型メールシステムによる高齢者避難支援「ふるさとプッシュ」の提供、
「避難インフルエンサー（災害時避難行動リーダー）」への情報提供支援

Ｅ：災害情報メディア連携プロジェクト
～災害情報の入手を容易にするためのメディア連携の促進～
テレビ・ラジオ・新聞からのネットへの誘導（二次元コード等）、ハッシュタグの共通使用、
公式アカウントのSNSを活用した情報拡散

Ｂ：災害情報我がことプロジェクト～災害情報のローカライズの促進と個人カスタマイズ化の実現～
地域防災コラボチャンネル（CATV☓ローカルFM）、新聞からのハザードマップへの誘導、
マイ・ページ機能の導入、テレビ、ラジオ、ネットメディア等が連携した「マイ・タイムライン」普及

Ｃ：災害リアリティー伝達プロジェクト
～画像情報の活用や専門家からの情報発信など切迫感とリアリティーの追求～
河川監視カメラ画像の積極的な配信、専門家による災害情報の解説、
ＥＴＣ２．０やデジタルサイネージ等を活用した道路利用者への情報提供の強化

Ｄ：災害時の意識転換プロジェクト
～災害モードへの個々の意識を切り替えさせるトリガー情報の発信～
住民自らの避難行動のためのトリガー情報の明確化、緊急速報メールの配信文例の統一化
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＜マスメディア＞
日本放送協会（NHK）、一般社団法人日本民間放送連盟、
一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟
NPO法人気象キャスターネットワーク、エフエム東京
全国地方新聞社連合会
一般財団法人道路交通情報通信システムセンター（VICS）
＜ネットメディア＞

LINE株式会社、Twitter Japan株式会社、
グーグル合同会社、ヤフー株式会社
NTTドコモ株式会社、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社
＜行政関連団体＞
一般財団法人マルチメディア振興センター（Lアラート）
＜市町村関係者＞
新潟県見附市

＜地域の防災活動を支援する団体＞
常総市防災士連絡協議会

＜行政＞
国土交通省水管理・国土保全局、道路局、気象庁

住民自らの行動に結びつく水害・土砂災害ハザード・リスク情報共有プロジェクト プロジェクトレポートの概要

第1章 プロジェクトの趣旨 第５章 住民自らの行動に結びつける
新たな6つの連携プロジェクト

Ｂ：災害情報我がことプロジェクト
⑧地域防災コラボチャンネルの普及促進
⑨水害リスクラインによる地先毎の危険度情報の提供
⑩ダム下流部のリスク情報の共有
⑪ダムの状況に関する分かりやすい情報提供
⑫天気予報コーナー等での地域における災害情報の平常時からの積極的
解説
⑬テレビ、ラジオ、ネットメディア等と連携した「マイ・タイムライン」の普及促進
⑭マイ・ページ ～一人一人が必要とする情報の提供へ～
⑮スマホアプリ等の活用促進に向けた災害情報コンテンツの連携強化

Ａ：災害情報単純化プロジェクト
①水害・土砂災害情報統合ポータルサイトの作成
②ＤｉＭＡＰＳによる災害ビッグデータを含む事前情報・被害情報の一元表示
③一元的な情報伝達・共有のためのＬアラート活用
④「ワンフレーズ・マルチキャスト」の推進
⑤災害情報（水害・土砂災害）用語・表現改善点検会議の実施
⑥天気予報コーナー等での水害・土砂災害情報の平常時からの積極的解説
⑦災害の切迫状況に応じたシームレスな情報提供

Ｃ：災害リアリティー伝達プロジェクト
⑯河川監視カメラ画像の提供によるリアリティーのある災害情報の積極的な
配信

⑰ＥＴＣ2.0やデジタルサイネージ等を活用した道路利用者への情報提供の強化
⑱水害・土砂災害情報を適切に伝えるため専門家による解説を充実

Ｄ：災害時の意識転換プロジェクト
⑲住民自らの避難行動のためのトリガー情報の明確化
⑳緊急速報メールの重要性の住民への周知
㉑緊急速報メールの配信文例の統一

Ｅ：災害情報メディア連携プロジェクト
㉒新聞等の紙メディアとネットメディアの連携
㉓テレビ等のブロードキャストメディアからネットメディアへの誘導
㉔様々なメディアでの行政機関の災害情報サイトの活用
㉕災害情報のＳＮＳへの発信力の強化
㉖行政機関によるSNS公式アカウントを通じた情報発信の強化
㉗ハッシュタグの共通使用、公式アカウントのリンク掲載による情報拡散
㉘ＳＮＳ等での防災情報発信及びリツイート
㉙災害の切迫状況に応じたシームレスな情報提供【再掲】
㉚地方におけるメディア連携協議会の設置
㉛水害・土砂災害情報のオープンデータ化の推進

Ｆ：地域コミュニティー避難促進プロジェクト
㉜「避難インフルエンサー（災害時避難行動リーダー）」となる人づくり
㉝登録型のプッシュ型メールシステムによる高齢者避難支援 「ふるさと
プッシュ」

㉞電話とAＩを用いた災害時高齢者お助けテレフォンの開発
㉟ＥＴＣ2.0やデジタルサイネージ等を活用した道路利用者への
情報提供の強化供【再掲】

3.2 災害情報の一元化・単純化による分かりやすさの追求
・気象、水害・土砂災害等の情報一元化
・一目で概況がわるような情報発信
・災害情報の「ワンフレーズ・マルチキャスト化」
・発信情報の地名や観測所の読み仮名付与
・プッシュ型情報をきっかけにブロードキャスト型情報から、リッチな
プル型情報に簡単にシームレスに遷移できる体系を構築

3.3 災害情報のローカライズの促進と個人カスタマイズ化の実現
・個人の行動を意識したブロードキャストメディア（テレビ・ラジオ）、
ネットメディアでのローカル情報の提供

・住民一人一人が情報を入手しやすくするよう、ネットメディアによる個人
カスタマイズ機能の提供

3.4 画像情報の活用や専門家からの情報発信など切迫感と
リアリティーの追求
・河川監視カメラ画像等を活用したリアリティーのある河川情報の提供
・国土交通省の職員等の専門家によるリアルタイムな解説、状況の切
迫性の伝達

3.5 災害モードへの個々の意思を切り替えさせるトリガー情報
の発信
・トリガー情報の定義によるメディアのメッセージの切り替え
・緊急速報メールが「生命に関わる緊急性の高い情報」であることを住
民に理解を促す

3.6 災害情報の入手を容易にするためのメディア連携の促進
・メディア特性を考慮したメディア間の誘導による住民が情報を入手し
やすい環境の創出
・テレビ、ラジオからの二次元コードやハッシュタグを通じたネット情報
への誘導
・地方における行政機関と地方のメディアの連携強化

3.7 地域コミュニティーの防災力の強化と情報弱者へのアプローチ
・地域の自主防災組織の長、自治会の長等のような災害時にリー
ダーになれる人達に正しく、切迫感のある情報を届ける
・親（高齢者）等が住むふるさとの危険情報を離れた子にメールで通知
するよう事前に登録し、子が電話等で避難を促す仕組みづくり

第３章 逃げ遅れゼロへのチャレンジ
「水害・土砂災害が迫る中で我々にできること」

平成30年7月豪雨において、浸水想定区域など事前に
危険情報が与えられていた地区で多くの被災者発生。

こうした状況を踏まえ、情報を発信する行政に加えて、情
報を伝える機能を有するマスコミ、ネットメディアの関係者
などが、「水防災意識社会」を構成する一員として、広範性、
即時性、双方向性、一覧性、高参照性などそれぞれが有
する特性を活かした対応策、連携策を検討し、住民避難行
動に結びつく災害情報の提供・共有方法を充実し、速やか
にその実施を図ることを目的に、プロジェクトを立ち上げ。

〇参加団体

第２章 平成30年7月豪雨にみる住民への
情報共有上の課題

①より分かりやすい情報提供のあり方は
②住民に切迫感を伝えるために何ができるか
③情報弱者に水害・土砂災害情報を伝える方法とは

・住民に危険性を示す情報、避難を促す情報も発信したに
もかかわらず、避難行動につながらず、亡くなった方が多
かった。
・住民は、身に危険が迫るまで避難を決断していない。
・災害情報に関心を示していない状況で、情報が直接的に
避難に結びついていない。
・各種の警告情報が流れる中、どのタイミングで逃げれば
よいのかわからない。
・平成30年7月豪雨で亡くなった方の大多数は高齢者。
・隣の人や消防団に避難をすすめられるまで、避難してい
ない。

プロジェクトの論点 本プロジェクトでは、４回のワーキングを開催し、参加者からそれぞ
れの災害に関する取組事例を紹介頂き、情報に関する課題や新たな
連携の可能性について意見交換を実施。

各参加者による具体的な取組事例については、プロジェクトレポート
に詳述。

第４章 プロジェクトメンバーの取組

3.1 プロジェクトのミッション。我々にできること
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受け身の個人 行動する個人へ
避難
決断

誘導
（二次元コード、共通
ハッシュタグ等）

個人
カスタマイズ

ブロード
キャスト型

従来 強化

公式アカウントで情報発信

気象・水害・土砂災害情報
Ａ：災害情報単純化プロジェクト 水害・土砂災害情報統合ポータルサイト、情報の「ワンフレーズ・マルチキャスト」の推進等

緊急速報メール 等

（緊急速報メールの配信文例の統一化 等）

ネット情報

プル型

避難インフルエンサー

Ｅ：災害情報メディア
連携プロジェクト

Ｆ：地域コミュニティ
避難促進プロジェクト

Ｃ：災害リアリティー伝達プロジェクト

専門家の解説切迫した
カメラ映像

防災コラボチャンネル（CATV☓ローカルFM）
新聞（ハザードマップ掲載等）

Ｂ：災害情報我がことプロジェクト

Ｄ：災害時の意識転換
プロジェクト プッシュ型（気付き）

住民自らの行動に結びつく水害・土砂災害ハザード・リスク情報共有プロジェクト 取組概念図

ＴＶ・ラジオ・ＣＡＴＶ等

防災マイ・ページ
マイ・タイムライン等

Ｂ：災害情報我がことプロジェクト
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

河川・気象情報の改善に関する
検証報告書 概要

令和２年３月

河川・気象情報の改善に関する検証チーム
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１．決壊・越水等の確認と洪水予報の発表

２．緊急速報メールによる河川情報提供

河川・気象情報の改善に関する検証チーム とりまとめ概要

課題 改善策

緊急速報メール配信手続きの円滑化
・誤配信を防ぐため、事務所と地方整備局の両者で内容を確認した上で配信
・複数河川の水位上昇により手続きが重なり、配信できない場合があった

メール配信手続きの簡素化
・メールの定型文を事前に用意しておくことで、整備局での確認手
続きを省略し、事務所からメールを直接配信（R2.6～）

緊急速報メールによる切迫性の伝達
・メールの文章が長く、緊急性が伝わりづらく住民の避難行動に活用され
ていない可能性がある

メール文章の改善
・危機感が伝わる簡潔なメール文に改善（R2.6）

洪水時における決壊・越水等の確認の迅速化
・カメラの死角や夜間であったため決壊・越水等の確認が困難
・浸水等により現地へのアクセスができず、巡視員等による決壊・越水等の
確認が困難

河川監視カメラ、水位計の増設等による洪水監視体
制の強化
・簡易型カメラ、危機管理型水位計の増設（R2年度内 ）
・越水・決壊等検知センサーの技術開発（R2年度～）

外部問い合わせ専任担当者の配置
訓練による習熟
・洪水予報担当者の増員、習熟者の育成（R2年度～）

河川事務所における洪水予報発表体制の確保
・外部からの問い合わせ対応に追われ、人手が取られた

氾濫発生が想定される箇所で洪水予報文を事前に
用意（R2.6）

洪水予報発表作業の見直し等による省力化
・氾濫発生後に氾濫発生情報の洪水予報文を作成

課題 改善策
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３．大雨特別警報解除後の洪水に係る情報提供

４．河川・気象情報の提供の改善・充実

「川の防災情報」サイトのアクセス集中対策
・広域災害によりサイトへアクセスが集中し、つながりにくい状態が発生

民間企業と連携した情報提供
・メディアを通じた水位情報等の提供体制が構築されていない

メディアが伝達しやすい情報の発信
・警戒を呼びかける情報量が多く重要度が分かりづらい
・専門用語、地名、河川名等が分かりづらい

地方整備局・気象台による合同会見の充実
・地方整備局と気象台との連携による解説が不十分
・会見そのものが不馴れな場合があった

サイトを構築するシステムを強化、処理能力を向上
・通信回線やサーバ等の強化（R2.6）

民間事業者を通じた情報提供のための体制構築
・ＮＨＫ、ヤフーに加え、協力事業者をさらに拡大（R2.6）

平時からのメディアとの情報共有、解説資料の充実
・メディア等との勉強会、解説資料の配付（R2.6）
・分かりやすい防災用語検討委員会開催（R2.4～）

実施方法等の整理、会見シナリオの作成
・研修等による職員スキルの向上（R2.6）

大雨特別警報の解除後の洪水に対する注意喚起
・大雨特別警報の解除が安心情報と誤解された可能性
・解除後の河川の増水に対する警戒の伝え方が十分でなかった

切替時に今後の水位上昇の見込みなどの「河川氾濫に
関する情報」を発表
・「解除」という言葉を「大雨警報に切替」に変更（R2.6～）
・今後の水位上昇の見込みなどの「河川氾濫に関する情報」を発表

（R2.6～）
・本省庁等の合同会見などあらゆる手段で注意喚起（R2.6～）

長時間水位予測の技術開発
・6時間先までの水位予測の提供（R2年度～）
・39時間先の予測の試行開始（R2年度～）

長時間先の水位・危険予測の充実
・現在の水位予測提供は3時間先まで

課題 改善策

課題 改善策

河川・気象情報の改善に関する検証チーム とりまとめ概要
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洪水時における決壊・越水等の確認の迅速化

○ 河川監視カメラの死角や夜間に発生した決壊・越水等の確認が困難であった
○ 浸水等による通行止めにより現地に近づくことができず、巡視員等による決壊・越水等の確認も困難であった

○ 河川監視カメラ、水位計の増設等により洪水監視体制の強化
○ 越水・決壊等検知センサーやAIカメラによる越水検知等の技術開発

課題

改善策

浸水等による通行止めにより現地に
近づくことができず、状況把握が困難に

（現状） （対応案）

氾濫の危険性が高く、重要施設や人家への影響が大きい箇
所への河川監視カメラ、水位計の増設等により洪水監視体制
を強化

技術開発

水位計

河川監視カメラ 設置イメージ
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河川事務所における洪水予報発表体制の確保

○ 外部からの問い合わせ対応に追われ、洪水予報等の発表に関する業務に人員を割けなかった

○ 災害時における外部問い合わせ専任の担当者を配置
○ システム操作訓練により、事務所全体で洪水予報発表体制を強化

課題

改善策

水位上昇とともに、外部からの問合せが急増。

〇問い合わせ対応に追われ、洪水予報
等の発表に関する業務に人員を割けな
かった

（現状） （対応策）

同じような問合せが多数

用語の説明から
（避難判断水位とは？）

〇外部問い合わせ専任
の担当者を配置

○定期的な訓練等により
洪水予報発表体制を
事務所全体で強化
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洪水予報発表作業の見直しとシステム改良等による省力化

○ 氾濫発生情報のシステム入力作業が繁雑であり、発表に時間がかかった
○ 支川の水位周知河川が基準水位を超過したことに気づくことができなかった

課題

○ 氾濫発生情報のシステム入力に必要な情報の事前準備
○ 洪水予報等の発表状況を一覧で表示し、支川の水位周知河川等の基準水位超過を確認できるようシステムを改良

改善策

破堤点ごとの浸水想定図を事前に準備しておき、
氾濫発生時には洪水予報文に別紙で添付

想定破堤点
（左岸57.5k）

千曲川

浸水が想定される地区を手作業で選択する必要があり、
その都度実施するのは非効率

（現状） （対応案）
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緊急速報メール配信手続きの円滑化

改善案現状

地方整備局（本局）河川事務所

洪水予報発表

緊急速報メール文案作成 システムにログイン

文案確認

緊急速報メール発出

システムにログイン

○ 誤配信を防ぐため、河川事務所が文案作成後に地方整備局が内容を確認した上で緊急速報メールを配信していたが、複
数河川の水位上昇により、手続きが重なり、配信できない場合があった

課題

○ 事務所が直接メール配信できるよう手続き・システムの変更

改善策

事務所で作成したメール文案を整備局で確認の上で、
整備局が配信

メールの定型文を事前に用意しておくことにより、その
都度メール文案を整備局でチェックする手続きを省略
し、事務所が直接配信できるよう手続きを簡素化

地方整備局（本局）河川事務所

洪水予報発表

緊急速報メール文案作成

緊急速報メール発出

システムにログイン

地方整備局での確認
作業を省略
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緊急速報メールによる切迫性の伝達

（有識者等からの意見）
・他の緊急速報メールと比べ文章が長い（文字が多いと読まない）
・直接的な情報を有していない文は不要
・発信者は最後、重要な情報から先にすべき

・状況が伝わらない、“氾濫危険水位”の意味もわからない人も多いと
思われる
・自治体が配信する避難勧告のメールとの違いを明確にすべき

レベル４相当 氾濫危険情報 レベル５相当 氾濫発生情報

改善案メール例

【レベル４相当】
氾濫発生の恐れ
警戒レベル４相当

多摩川が氾濫の恐れ

田園調布（大田区）付近で氾
濫危険水位に到達、今後さら
に水位が上昇し、氾濫が発生
する危険があります

安全確保を図るなど適切な防
災行動をとってください。今後、
氾濫が発生すると、避難が困
難になるおそれがあります
（国土交通省）

【レベル５相当】
氾濫発生
警戒レベル５相当

越辺川で氾濫が発生

東松山市正代地先、川越市平
塚新田地先で堤防が壊れ、河
川の水が住宅地などに押し寄
せています

命を守るための適切な防災行
動をとってください
（国土交通省）

○ 令和元年度より緊急速報メールの配信文章について統一化を図ったが、メール文が長く、重要な情報がわかりづらいなど、
緊急速報メールが住民の避難行動に十分に活用されていない可能性があった

課題

○ 情報を絞り込み、重要な情報を文頭に記載するなど、短い文章で危機感が的確に伝わるよう文章を見直し

改善策

河川氾濫発生
警戒レベル５相当

こちらは国土交通省関東地方整備局です

内容：越辺川の東松山市正代地先、川越市
平塚新田地先で堤防が壊れ、河川の水が溢
れ出ています

行動要請：防災無線、テレビ等で自治体の
情報を確認し、命を守るための適切な防災
行動をとってください

本通知は、浸水のおそれのある市町村に配
信しており、対象地域周辺でも受信する場
合があります
（国土交通省）

改善イメージ

文章を簡潔にするとともに、重要な情報から順に記載
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■久慈川

基準観測所 水位状況 今後の見込み

富岡
（常陸大宮市）

氾濫危険水位超過
（レベル４相当）

水位上昇中

榊橋
（日立市）

避難判断水位超過
（レベル３相当）

水位上昇中。氾濫危険水位
到達見込み

国土交通省　常陸河川国道事務所　気象庁　水戸地方気象台

富岡観測所(常陸大宮市)では、当分の間、氾濫危険水位を超える水位が続く見込みであり、
氾濫のおそれあり。

榊橋観測所（日立市）では、避難判断水位を超過しており、今後、氾濫危険水位に到達する
見込み。

「大雨は峠を越えたが、洪水はこれから」

（氾濫危険：警戒レベル４相当）

大雨特別警報の解除後の氾濫に対する注意喚起

○ 大雨特別警報の「解除」を安心情報と捉えた住民が自宅に戻った後に、上流部で降った雨が下流部に流下し、時間が
たってから氾濫が発生。大雨の後に時間差で発生する氾濫への注意喚起が必要

課題

○ 大雨特別警報解除後の氾濫への警戒を促すため、大雨特別警報の解除を警報への切替と表現するとともに、警報へ
の切替に合わせて、今後の水位上昇の見込みなどの「河川氾濫に関する情報」を発表

○ メディア等を通じた住民への適切な注意喚起を図るため、予め本省庁等の合同記者会見等による周知を図るとともに、
ＳＮＳや気象情報、ホットライン、ＪＥＴTによる解説等、あらゆる手段で注意喚起を実施

○ 「引き続き、避難が必要とされる警戒レベル４相当が継続。なお、特別警報は警報に切り替え」と伝えるなど、どの警戒
レベルに相当する状況か分かりやすく解説

改善策

メディア等を通じて住民へ適切に注意喚起
メディア等を通じた住民への適切な注意喚起を図るため、予め本省庁等の
合同記者会見等による周知を図るとともに、SNSや気象情報等あらゆる手
段で注意喚起を実施

今後の水位上昇の見込みなどの「河川氾濫に関する情報」を発表し、
引き続き警戒が必要であること、大河川においてはこれから危険が高ま
ることを注意喚起

大雨特別警報の切替に合わせて「河川氾濫に関する情報」を発表

「大雨は峠を越えたが、河川は氾濫のおそれ」
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長時間先の水位・危険予測の充実

○ 現在の洪水の予測情報は３時間先までの情報となっており、大河川等、降雨が終わってから数日程度かけて到達する
洪水に関する長時間先の予測情報が提供できていない

課題

改善策

イメージ

○ ６時間先までの水位予測の提供
○ 長時間水位予測の技術開発
○ １日先までの雨量予測を用いた危険度分布の提供に向けた技術開発

長時間水位予測の技術開発

1kmメッシュの予測降雨を活用した水位予測（６時間先まで）を
2019年度中に国管理河川すべてで実装

６時間先までの水位予測の提供

6時間

１日先までの雨量予測を用いた危険度分布の提供に向けた技術開発

■・・・注意報基準を超過

■・・・警報基準を超過

■・・・警報基準を大きく超過した
基準を超過

実況予測

令和元年10月12日18時時点
（令和元年東日本台風）

令和元年10月11日18時時点の
21～27時間先の予測（最大危険度）

※ いずれも洪水予報河川の
外水氾濫は対象としていない。

※ 予測精度を考慮した表示方法
の具体については今後検討。

5kmメッシュの解像度で提供される39時間先までの
降雨予測を活用した長時間水位予測を試行

－23－



「川の防災情報」サイトのアクセス集中対策

①より効率的に情報提供
できるよう負荷分散装置（CDN）を強化

②キャッシュ効率を向上させ
るため、コンテンツを事前に

作成・軽量化

④他の改良に合わせて
回線容量を増強 ③サーバ増強CDN

（Content Delivery Network）
同じリクエストにはキャッシュ
サーバ上のコピーで対応し、
サーバ本体への負荷を軽減

○ サイトへのアクセスが集中し、つながりにくい状態が発生した
○ アクセス集中時にサーバへの負荷を軽減するために情報を絞った「簡易版」で提供する情報の整理が必要

課題

改善策

○ より多くのアクセスにも対応できるようサーバ、回線を増強する。あわせて、アクセス集中時の負荷の軽減のため配信コンテ
ンツの軽量化と、負荷分散装置の増強、効率化を図る

○ 必須コンテンツの整理と簡易版の改良
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民間企業と連携した情報提供

民間事業者

水位情報、河川監視カメラ映像

国土交通省

マスメディア

○ 情報提供事業者の公募、拡大
⇒ 水位情報や河川監視カメラ映像等を配信していただける民間事業者を募集し、マスメディア、

ネットメディア等を通じて洪水時の緊急性・切迫性を広く情報発信する。

○ 現状では、日本放送協会、ヤフー株式会社の協力を得て川の防災情報のホームページにリンク先を掲載し水位情報
等を提供しているが、メディアを通じた水位情報等の提供の体制・スキームが構築されていない

課題

改善策

○ 民間事業者を通じた水位情報、カメラ映像等の情報提供のための平時からの体制構築

ネットメディア
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○ 災害情報用語・表現の改善
⇒ 分かりやすい用語への見直しを行うため検討会を設置

○ 読み仮名データベースの作成
⇒ 河川名、観測所名、地名などについて読み方を
検索できるデータベースを作成

○ メディア等への事前説明、勉強会の開催
⇒ メディア連携協議会等を活用し、地域に根ざした情報の
提供について勉強会等を開催する

○ 大雨時に利用可能なコンテンツを作成
⇒ メディアや気象キャスターが分かりやすく
洪水の切迫性を視聴者に伝えるためのコンテンツを作成

メディアが伝達しやすい情報の発信

○ メディアにおいては、警戒を呼びかける情報量が多く重要度が分かりづらかった
○ 専門用語の意味、地名・河川名の読み方が分かりにくく、報道で危険性をわかりやすく伝えることが困難

課題

改善策

○ 災害情報用語・表現についてわかりやすい用語への見直しを行う
○ メディアや気象キャスターと勉強会を実施
○ メディアや気象キャスターが分かりやすく洪水の切迫性を視聴者に伝えるため、大雨時に利用可能なコンテンツを作成

地方でのメディア協議会において
連携策と情報共有方策を検討
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○ 実施方法等の整理
⇒ 合同会見の開催条件や実施方法を整理し、勉強会等により日頃からメディアと認識の共有を図る。

○ タイムラインに沿った内容の事前準備
⇒ 雨と水位などそれぞれの持っている情報を一貫した会見シナリオを作成し、地方整備局と気象台の役
割を明確化する。

○ 切迫性を効果的に伝えるための伝え方改善

⇒ 合同会見や専門家解説を想定した訓練を実施し、
会見シナリオ等について意見交換。
切迫性を効果的に伝えるため、習熟度を上げる。
地域に応じた詳細かつ分かりやすい解説の実施。

地方整備局・気象台による合同会見の充実

事例：関東地方整備局とNHKによる中継訓練

○ 河川や気象の見通しについて、報道機関のニーズを十分把握できていなかったり、地方整備局と気象台の連携による効果
的な解説が十分に行われなかったりしたほか、会見そのものに不慣れな場合もあった

課題

改善策

○ 開催条件や実施方法の整理、メディアとの定期的な勉強会等に根付いた認識共有
○ 地方整備局と気象台とで連携した解説内容の充実、タイムラインに沿った内容の事前準備

○ 職員の会見スキルの向上のための研修・訓練の実施
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水害ハザードマップ作成の手引き ～効果果的な避難行動に直結する水害リスク情報を周知するために ～

◇ 平成27年9月関東・東北豪雨災害を踏まえ、市町村におい
て「早期の立ち退き避難が必要な区域」を検討し、これを水
害ハザードマップに明示するよう、手引きに記載

◇ 地域により発生する水害の要因やタイミング、頻度、組
み合わせは様々に異なることから、市町村が事前に「地域
における水害特性」等を十分に分析することを推奨

◇ 利活用シチュエーションに応じた「住民目線」の水害ハザ
ー ドマップとなるよう、「災害発生前にしっかり勉強する場
面」、「災害時に緊急的に確認する場面」を想定して水害
ハザードマップを作成するよう手引きに記載

〇 平成27年水防法改正により、想定最大規模の
降雨・高潮に対応した浸水想定を実施し、これに
応じたハザードマップの改定が必要となった

〇 平成27年9月関東・東北豪雨災害では、多数の
住民が取り残され救助されるなど、ハザードマッ
プが配布されていても見ていなかった

〇 従前のハザードマップに記載されている浸水深・
避難場所等の情報だけでは避難行動に結び
つかなかった

背

景

改
定
の
ポ
イ
ン
ト

「水害ハザードマップ作成の手引き」の改定（平成28年4月） 背景と改訂のポイント

第1 章 総説
1.1 水害ハザードマップのあり方
1.2 水害ハザードマップの構成
1.3 対象とする水害
1.4 水害ハザードマップ作成・利活用の流れ
1.5 水害ハザードマップ作成・利活用における主な役割分担
1.6 水害ハザードマップの検証及び見直し
1.7 用語の定義

第2 章 水害ハザードマップの作成にあたっての基本事項の検討
2.1 地域における水害特性・社会特性の分析 ·
2.2 想定最大規模の水害に対する避難の検討
2.3 早期の立退き避難が必要な区域の検討
2.4 市町村界を越えた広域的な避難の検討
2.5 水害ハザードマップにおける複数災害の取扱いに関する検討

「水害ハザードマップ作成の手引き」の構成

第3 章 水害ハザードマップの作成方法
3.1 利活用シチュエーションの検討
3.2 水害ハザードマップの作成範囲（表示区域）
3.3 水害ハザードマップの縮尺
3.4 地図面での記載事項
3.5 情報・学習編での記載事項
3.6 多言語対応
3.7 作成時の注意事項
3.8 水害ハザードマップの作成支援

第4 章 水害ハザードマップの公表・活用方法
4.1 周知・活用の重要性
4.2 周知方法
4.3 多様な主体と連携した水害ハザードマップの利活用
4.4 避難の実効性を高めるための工夫

※ 国土交通省ホームページより入手可
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水害ハザードマップ作成支援ツール

市町村における水害ハザードマップ作成の負担軽減のため、必要最低限の情報を含んだ水害ハザ
ードマップ（地図面、情報・学習編）を容易に作成できるツールを構築。

ただし、平時における住民の理解促進や緊急時にも役立つハザードマップとなるよう、各市町村で地域の特
性に応じたさらなる工夫を行うことが必要。

国土交通省HPにて無償で公開。（平成28年4月～ 提供開始）

国や県、市町村から提供される浸水想定区域図を地図上に反映

避難場所、地下街等、要配慮者施設等の名称・位置を入力することで、地図上に反映

「早期の立退き避難が必要な区域」や危険なアンダーパス等の情報も同様に地図上に反映

上記内容や凡例等を地理院地図へ重ね合わせた水害ハザードマップの地図面をファイルに出力

情報・学習編のひな形やイラスト集を提供（英語版も一部提供）

市町村職員

地図面

水害ハザードマップ作成支援ツールの概要

情報・学習編

基図（国土地理院地図等を利用）浸水深

浸水想定区域と
浸水深

家屋倒壊

家屋倒壊等氾濫
想定区域

水位観測所、雨量観測所、CCTV

河川情報等

土砂災害、急傾斜値、地すべり等

土砂災害警戒区域

洪水時の使用の可否

避難場所、避難所

アンダーパス等の危険箇所、
浸水実績

避難時の危険箇所 市町村で用意

国、都道府県
または市町村
から提供

レイヤ

地図上に記載する情報

市町村で用意
または
都道府県から提供
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市区町村における水害ハザードマップ作成の負担軽減のため、必要最低限の情報を含んだ水害ハザードマップ（地
図面・情報学習面）を容易に作成できる「ハザードマップ作成支援ツール」を国土交通省HPにて無償で公開中

「ハザードマップ作成支援ツール」の使い方動画（約８分）を公表（https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/jigyo_keikaku/saigai/tisiki/hazardmap/index.html）

ハザードマップ作成支援ツールの起動からハザードマップ作成までの一連の作業工程を動画にて説明

水害ハザードマップ作成支援ツール操作説明動画（約８分）

①ハザードマップ作成 支援
ツールの起動

②地図レイヤーの設定

③浸水深レイヤーの設定

⑤立ち退き避難が必要な区域の設
定

⑥画像の出力

⑦テンプレートを利用した資料
の作成

④シンボル（避難所等）の設定

タイトル画面

②地図レイヤーの設定

④シンボル（避難所等）の設定

動画の流れ 動画イメージ 作成イメージ

神奈川県大磯町の事例

－30－



要
配
慮
者
利
用
施
設
の
避
難
確
保
計
画
作
成
講
習
会
の
概
要

■
避
難
確
保
計
画
作
成
講
習
会
と
は

•
水
防
法
第
１
５
条
の
３
に
基
づ
き
洪
水
時
等
の
避
難
確
保
計
画
の
作
成
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
施
設
の
管
理
者
等
に
、

避
難
確
保
計
画
の
作
成
方
法
等
を
身
に
つ
け
て
い
た
だ
く
た
め
の
講
習
会
で
す
。

•
講
習
会
は
地
方
公
共
団
体
が
開
催
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
ま
す
。

開
催
方
式
の
概
要

実
施
状
況

①基本方式

【
概
要
】
「
前
期
：
座
学
講
習
会
」
と
「
後
期
：
ワ
ー
ル
ド
カ
フ
ェ
方
式
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」

を
組
み
合
わ
せ
て
開
催
す
る
こ
と
に
よ
り
、
参
加
者
の
理
解
の
深
化
を
図
り
、
計
画

の
作
成
や
充
実
を
促
進
す
る
方
式
で
す
。

【
前
期
】
座
学
講
習
会
の
概
要

・
地
域
の
水
害
リ
ス
ク
に
関
す
る
情
報
や
防
災
情
報
等
、
避
難
確
保
計
画
作
成
に

関
わ
る
基
本
的
な
知
識
等
に
関
す
る
講
義
と
計
画
の
検
討
の
進
め
方
や
作
成

方
法
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

【
後
期
】
ワ
ー
ル
ド
カ
フ
ェ
方
式
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
概
要

・
前
期
講
習
会
で
の
知
見
を
踏
ま
え
て
避
難
確
保
計
画
の
検
討
を
行
っ
た
施
設
が
、

経
験
や
知
見
、
課
題
等
に
関
す
る
意
見
交
換
を
行
い
、
避
難
確
保
計
画
作
成
に

関
す
る
様
々
な
気
づ
き
や
工
夫
等
を
共
有
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
避
難
確
保
計

画
の
完
成
促
進
や
充
実
等
を
図
り
ま
す
。

②実践方式

【
概
要
】
避
難
確
保
計
画
の
各
種
様
式
の
う
ち
、
重
点
ポ
イ
ン
ト
と
す
る
様
式
に
つ
い

て
詳
細
に
解
説
し
、
講
習
会
当
日
の
会
場
内
で
、
一
部
様
式
の
検
討
や
作
成
を
行

う
方
式
で
す
。

・
参
加
者
は
、
講
習
会
当
日
に
重
点
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
、
説
明
者
の
解
説
を
聞
き

な
が
ら
実
際
に
計
画
を
検
討
し
ま
す
。

・
重
点
ポ
イ
ン
ト
以
外
に
つ
い
て
は
、
概
要
説
明
を
行
い
、
各
施
設
に
持
ち
帰
っ
て

検
討
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

③簡易方式

【
概
要
】
座
学
の
み
の
講
習
会
と
し
、
避
難
確
保
計
画
作
成
に
係
る
防
災
情
報
等
の

全
体
的
な
知
識
に
関
す
る
講
義
と
避
難
確
保
計
画
の
「
様
式
の
作
成
方
法
」
の
解

説
に
重
点
を
置
く
方
式
で
す
。

・
参
加
者
は
、
講
習
会
で
の
知
見
を
踏
ま
え
、
各
施
設
に
持
ち
帰
っ
て
避
難
確
保

計
画
の
作
成
を
進
め
ま
す
。

・
資
料
準
備
や
講
習
会
当
日
の
運
営
等
に
お
い
て
、
開
催
主
体
と
な
る
自
治
体
の

負
担
が
最
も
少
な
い
方
式
で
す
。

←
前
期
：
座
学
に
よ
る

様
式
の
説
明

後
期
：
参
加
者
に
よ
る

意
見
交
換
→

（
ワ
ー
ル
ド
カ
フ
ェ
）

＜
避
難
経
路
図
の
作
成
支
援
＞

＜
座
学
に
よ
る
様
式
説
明
＞

•
国
土
交
通
省
で
は
、
平
成
３
０
年
３
月
に
「
講
習
会
の
企
画
調
整
及
び
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
」を
作
成
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え

て
平
成
３
０
年
度
に
は
、
全
国
１
２
市
町
で
先
行
的
に
講
習
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

•
令
和
元
年
５
月
に
は
、
先
行
的
に
開
催
し
た
１
２
市
町
の
講
習
会
で
得
ら
れ
た
知
見
を
改
め
て
と
り
ま
と
め
、
「
要
配
慮
者
利

用
施
設
の
避
難
確
保
計
画
作
成
に
向
け
た
開
催
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
と
し
て
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
改
訂
し
ま
し
た
。

•
新
し
い
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
講
習
会
で
活
用
で
き
る
資
料
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
等
を
「
活
用
ツ
ー
ル
」
と
し
て
ま
と
め
て
拡
充
し
た
ほ

か
、
講
習
会
を
開
催
す
る
地
方
公
共
団
体
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
、
「
基
本
方
式
」
、
「
実
践
方
式
」
、
「
簡
易
方
式
」
の
３
つ

の
方
式
か
ら
講
習
会
の
開
催
方
式
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

■
講
習
会
開
催
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
改
訂

■
講
習
会
の
効
果

平
成

29
年
度
三
重
県
津
市
で
試
行
的
に
実
施

合
計
９
０
施
設
の
管
理
者
等
が
講
習
会
に
参
加
し
、

全
て
の
施
設
か
ら
計
画
が
提
出
さ
れ
た
。

平
成
２
９
年
度
三
重
県
津
市
で
の
講
習
会
の
参
加
者

平
成

30
年
度
全
国

12
市
町
で
実
施

講
習
会
に
参
加
し
た
施
設
の
６
割
～
９
割
の
施
設
か
ら
、

講
習
会
後
３
ヶ
月
以
内
に
計
画
が
提
出
さ
れ
た
（※
）。

（
※
）
平
成
３
０
年
１
２
月
ま
で
に
講
習
会
を
実
施
し
た
市
町
に
つ
い
て
集
計
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講
習
会
開
催
に
向
け
た
対
応
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

◇
講
習
会
開
催
ま
で
の
基
本
的
な
準
備
期
間
は
1
～
2
ヶ
月
程
度
が
目
安
で
す
。

◇
基
本
的
な
対
応
項
目
は
以
下
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

講
習
会
方
式
及
び
講
演
者
の
決
定

【
開
催
方
式
（
基
本
方
式

/実
践
方
式

/簡
易
方
式
）
や
有
識
者
等
の
決
定
】

対
象
施
設
の
整
理

【
地
域
防
災
計
画
に
位
置
付
け
の
あ
る
施
設
リ
ス
ト
の
更
新
】

講
習
会
の
開
催
日
時
の
確
定
と
会
場
の
確
保

【
参
加
施
設
数
に
応
じ
て
判
断
】

開
催
通
知
案
内
の
送
付

【
作
成
済
み
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
日
時
や
会
場
情
報
を
反
映
】

参
加
申
し
込
み
の
対
応

【
リ
ス
ト
整
理
と
リ
マ
イ
ン
ド
】

事
前
配
付
資
料
の
送
付

【
講
習
会
の
参
考
資
料
等
を
必
要
に
応
じ
て
事
前
送
付
】

事
前
準
備
（
備
品
等
の
準
備
）

【
講
習
会
に
必
要
な
備
品
の
準
備
】

講
習
会
資
料
の
作
成

【
作
成
済
み
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
市
町
村
固
有
の
防
災
情
報
等
を
反
映
】

講
習
会
当
日
の
対
応

【
会
場
設
営
や
資
料
説
明
】

講
習
会
後
の
対
応

【
計
画
の
受
領
・
確
認
・
リ
マ
イ
ン
ド
、
不
参
加
施
設
対
応
等
】
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

ダムの活用について

国土交通省 水管理・国土保全局

令和元年１１月２６日
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異常洪水時防災操作

令和元年台風第１９号におけるダムの防災操作の状況

○ 令和元年台風第１９号において、国土交通省所管ダムでは、146ダムで洪水調節を実施し、下流域
の浸水被害の軽減を図ったところ。（このうち33ダムで事前放流を実施）

○ 一方で、そのうち６ダムについては、洪水調節容量を使い切る見込みとなり、ダムへの流入量と放流
量を同程度とする異常洪水時防災操作へ移行。

通常の防災操作

※異常洪水時防災操作とは
計画を超える規模の出水によりダムの洪水調節容量を使
い切る可能性が生じた場合、放流量を徐々に増加させ、流
入量と同程度を放流する操作

流量

時間

ダムに
貯 留

ダムへの
流 入 量

ダム流下量
（放流量）

ダムに
貯 留

時間

計画を超える規模
のダムへの流入量

計画規模
の 洪 水

ダム流下
量（放流
量 ）

流量

那珂川水系 塩原ダム（栃木県）
なかがわ しおばら

鮫川水系 高柴ダム（福島県）
さめかわ たかしば

大北川水系 水沼ダム（茨城県）
おおきたがわ みずぬま

久慈川水系 竜神ダム（茨城県）
くじかわ りゅうじん

防災操作（洪水調節）実施ダム（146ダム）
うち、異常洪水時防災操作へ移行したダム（6ダム）

天竜川水系 美和ダム（直轄）
てんりゅうがわ みわ

相模川水系 城山ダム（神奈川県）
さがみがわ しろやま

み ぶ がわ

ほうきがわ

はなぞのがわ

※速報値

美和ダム 中部地整 天竜川 三峰川 887 479

高柴ダム 福島県 鮫川 鮫川 1,711 1,663

塩原ダム 栃木県 那珂川 箒川 734 708

水沼ダム 茨城県 大北川 花園川 226 214

竜神ダム 茨城県 久慈川 竜神川 85 20

城山ダム 神奈川県 相模川 相模川 4,922 4,527

ダム 管理者 水系
最大流入量

(m3/s)
最大放流量

(m3/s)
河川

異常洪水時防災操作実施ダム位置図

1－37－



①ソフト対策による洪水調節機能の強化

ダムの活用

2

・利水容量の洪水調節への活用
・緊急時における道府県管理ダム
や利水ダムを含めた統合運用・事
前放流

・ダムの早期整備
・かさ上げ等のダム再生の実施

洪水発生前に、利水容量の一部を
事前に放流し、洪水調節に活用

○ダムによる洪水調節は、下流の全川にわたって水位を低下させ、堤防の
決壊リスクを低減するのに加え、内水被害や支川のバックウォーターの
影響も軽減

〇ダムによる洪水調節機能の強化は有効な治水対策の一つ

全国のダム（１４６０ダム）による洪水調節機能の早期の強化に向け、水系毎に、ハード対
策とソフト対策を一体として、効率的・効果的に取組むことが必要。

事前に放流

洪水調節
放流施設
の新設等

総貯水容量：６割増堤高：２割増
新桂沢ダムの例

※利水者や道府県の協力が必要
※放流施設の新設や改造等が必要な場合あり

※ダムの新設には30～50年の期間が必要
※良好なダムサイト（ダム本体を造れる場所）
には限界あり

②ハード対策による洪水調節機能の強化 流量
ダムは洪水を貯留することで
下流への流量を低減

ダムによる洪水調節のイメージ

時間

多目的ダム 利水ダム

堆砂容量堆砂容量

利水容量

利水容量

洪水調節容量

(治水および利水の
目的を持つダム)

(利水の目的のみを
持つダム)

※利水：発電、農業、上水、工水等
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石狩川 最上川

北上川

九頭竜川

吉野川

利根川

阿武隈川

雄物川

筑後川

川内川

荒川

木曽川

信濃川
十勝川

相模川

手取川

岩木川

米代川天塩川

小瀬川

天竜川

江の川

斐伊川

大淀川

旭川 淀川

水系毎の国土交通省所管ダム(多目的ダム)の容量の合計

１０億ｍ３以上

５億ｍ３以上

１億ｍ３以上

３億ｍ３以上

５千万ｍ３以上

3

１級水系における国土交通
省所管ダムの有効貯水容
量の合計

全国の国土交通省所管ダムの容量

※ 治水専用ダムを含む。 ※国（沖縄）は、沖縄振興特別措置法第百七条
に基づき国土交通大臣が管理するもの

水系 管理者 ダム数
洪水調節
容量

（百万m3）

利水容量
（百万m3）

有効貯水
容量

（百万m3）

１級 国 92 2,837 2,713 5,550

水機構 23 599 1,172 1,771

道府県 214 1,059 994 2,053

合計 329 4,495 4,879 9,374

２級 国(沖縄) 9 26 105 131

道府県 224 873 882 1,755

合計 233 899 987 1886

合計 562 5,394 5,866 11,260
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水系毎の利水ダムの貯水容量の合計

５億ｍ３以上

１億ｍ３以上

３億ｍ３以上

５千万ｍ３以上

石狩川

新宮川

天竜川大井川

信濃川

阿賀野川

庄川

北上川

木曽川

常願寺川

黒部川十勝川

多摩川

吉野川

１級水系における利水ダムの
有効貯水容量の合計

全国の利水ダムの容量

水系 許可権者 ダム数
洪水調節
容量

（百万m3）

利水容量
（百万m3）

有効貯水
容量

（百万m3）

１級

国 503 0 5,629 5,629

道府県 115 0 94 94

合計 618 0 5,723 5,723

２級 道府県 280 0 1,081 1,081

合計 898 0 6,804 6,804

※利水：発電(資源エネルギー庁所管)、工水(経産省)、
農業(農水省所管)、上水(厚労省所管)

高梁川

神通川
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○利水者の協力のもと、洪水が予測された際に、多目的ダム及び利水ダムの利水容量を
事前に放流し、洪水調節に活用。

〇関係省庁による検討・実施体制を構築し、更なる推進を図る。

ソフト対策：既設ダムの運用方法の改善

5

● 利水容量の洪水調節への活用
①多目的ダムの事前の放流（河川管理者が利水者の協力のもとに実施）

②利水ダムの事前の放流（利水ダム管理者が河川管理者と協議のうえ実施）

道府県管理ダムを含めた総点検を行い、施設改造が不要なダムで推進
施設改造等が必要な場合は治水効果の高いものから順次実施

一定規模以上かつ洪水吐ゲート等を有し、効果が見込まれるダムを優先的に実施

● 緊急時における道府県管理ダムを含めた統合運用・事前の放流
降雨予測等の精度向上を踏まえ、操作規則を見直し、道府県管理ダム、利水ダムを含め、
水系でダムの機能の最大限活用

（参考）河川法５２条：洪水による災害の防除又は軽減のため、緊急の必要があると認められるときは、
河川管理者がダムの設置者に対し、必要な措置をとるよう指示することができることを規定したもの
※新河川法制定(昭和39年)以来、発動実績なし

①多目的ダムの事前の放流

堆砂容量

常用洪水吐

非常用洪水吐ゲート

洪水調節容量

▽ 平常時最高貯水位

利水容量

放流設備の改良を効果が高いものから順次実施

放流設備の
位置や能力
の制約

洪水吐ゲート

発電所

堆砂容量

利水容量

②利水ダムの事前の放流

放流設備の
位置や能力
の制約

洪水吐ゲートの有無や
能力・構造の制約 事前の放流による洪水調

節に使用できる容量の制約

（参考）多目的ダムの利水容量を恒久的に買い取った例もあるが、緊急時に限って事前放流を求めることも可能

※国交省所管ダムのうち54ダムで
実施体制確保済み

※利水ダムのうち7ダムで
実施体制確保済み
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〇建設中のダムの着実な整備のほか、かさ上げ等のダム再生により新たな洪
水調節容量を確保して、機能を増強

〇ダムによる機能増強が難しい河川では、調節池整備や河川堤防の強化等を推進

ハード対策：ダム整備等により新たな洪水調節容量の確保

・建設中のダム（成瀬ダム（秋田県）） ・ダム再生（ダムのかさ上げ）（新丸山ダム（岐阜県））

6

※ダムの新設：37事業、ダム再生：24事業実施中。うち、25事業で本体工事実施中（7事業が今年度完成）、ダム再生新規３事業(直轄)要求中

・河川堤防の強化

※堤防裏法尻をブロック等で補強

成瀬ダム
本体予定位置

付替国道342号

新たに1,900万m3の洪水調節容量を確保

流水の正常な機能の維持
かんがい
水 道
発 電

▽洪水時最高水位 EL 527.8m

▽平常時最高貯水位 EL 518.6m

堆砂容量 350万m３

2,650万m３

2,830万m３

120万m３

(5,600万m３ )

▽最低水位 EL 465.30m

利水容量 5,600万m３

基礎標高 EL

洪水調節容量 1,900万m3

有効貯水
容量

7,500
万m３

総貯水容量

7,850
万m３

堤頂 EL 532.5m

418.0m

[新丸山ダム][丸山ダム]

新たに5,183万m3の洪水調節容量を確保
（2,017万m3 → 7,200万m3）

ダム天端 ＥＬ.190.0m

発電容量
1,822万㎥

堆砂容量 780万㎥

洪水時最高水位 EL.188.3m

平常時最高貯水位

EL.179.8m

最低水位
ＥＬ.170.8m

洪水調節容量
2,017万㎥

既設丸山ダム 新丸山ダム

かさ上げ高
20.2m

堆砂面
ＥＬ.144.0m

死水容量

3,333万㎥

堤高
118.4m

ダム天端 ＥＬ210.2m

洪水時最高水位 ＥＬ205.3m

平常時最高貯水位
EL.186.3m

ＥＬ.179.8m

予備放流方式最低水位
ＥＬ.170.8m
（5700万m3＋1500万m3）洪水調節容量

7,200万㎥
堆砂容量
4,113万㎥

不特定容量
1,500万㎥

発電容量
1,822万㎥

・調節池（荒川調節池（埼玉県））

第１調節池は完成
（台風19号でも効果発揮）
第２、３調整池事業中
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○ 洪水が予測される場合、事前にダムの貯水を放流し、水位を下げる。

（参考） 予備放流と事前放流

【予備放流】

建設時の費用負担に基づき、通常時は利水用途に使い、
洪水時は治水用途に義務的に使うこととしている容量
から、洪水前に貯留水を放流して水位を低下。

※河川法に基づく操作規則に位置づけている。

【事前放流】

建設段階で河川管理者は費用を負担していないものの、
利水者の協力（了解）がある場合に、対価なしで利水
容量の一部を治水用途に使わせてもらい、洪水前にそ
の貯留水を放流して水位を低下。

▽平常時最高貯水位（常時満水位）

▽ 洪水時最高水位（サーチャージ水位）

洪水調節容量

▽ 予備放流水位

▽ 平常時最高貯水位（常時満水位）

▽ 洪水時最高水位（サーチャージ水位）

洪水調節容量

利水容量利水容量

洪水調節容量と利水容量を
兼ねる容量を使用

利水容量を一時的に使用

7－43－



自治体支援①-１ 現地情報連絡員（リエゾン）派遣【北海道開発局】 北 海 道 開 発 局

■ リエゾンの定義
自治体等において、重大な災害が発生し、又は恐れがある場合に、自治体及び北海道開発局相互の各種災害情報や自
治体の支援要望等について、迅速な情報収集・提供を目的として派遣する「現地情報連絡員(リエゾン)」。
派遣に当たっては、留萌開発建設部が先導的・主体的に自治体に派遣する。

※リエゾン（Liaison）：「つなぐ」という意味のフランス語
■ リエゾン業務・活動内容
・自治体の『災害情報、一般被害情報（人的被害・住家被害等）、応急対策活動情報等』の情報収集
・北海道開発局（留萌開発建設部が主）の『所管施設の被災情報、国道通行規制情報、災害対応状況等』の情報提供
・自治体の『災害対策用機械・資機材等の支援活動』の連絡調整

■ 自治体への要望
リエゾン派遣に伴い、作業スペースの確保等の必要最小限の協力を依頼。

礼文町災害対策本部会議に出席 弟子屈町 災害対策本部会議に出席

■ 全道リエゾン派遣状況 （平成２８年度：４４３人・日、平成２９年度：１３２人・日、平成３０年度：８７４人・日、令和元年度：７４人・日）

オホーツク総合振興局
災害対策本部会議に出席 －44－



自治体支援①-２ 現地情報連絡員（リエゾン）派遣【留萌開発建設部】 北 海 道 開 発 局

■ 令和２年度 留萌開発建設部におけるリエゾン体制
留萌開発建設部の全事務所等（本部、留萌開発事務所、留萌港湾事務所、羽幌道路事務所、幌延河川事務所、天塩農業開
発事業所）において、平成２７年４月は５１名の派遣体制を整備していたが、同年１０月２日の低気圧災を契機に留萌管内の自治
体に迅速かつ円滑に派遣できるよう大幅な増員を図り、令和元年度程度の総勢１26名（令和2年４月１日現在）をリエゾン登録
する予定である。

■ 令和元年度 留萌開発建設部の派遣実績
派遣実績なし

■ 平成３０年度 留萌開発建設部の派遣実績
平成３０年７月３日（火） 前線通過に伴う大雨 ２機関、４名派遣
留萌振興局（２名）、 留萌市（２名）

留萌市役所の打合わせに出席

0

1

2

3

4

5

6

7

8

留萌振興局 留萌市 増毛町 小平町 苫前町 羽幌町 初山別村 遠別町 天塩町

実
人
数
（
名
）

管内リエゾン派遣人数（H26～30）

H26 H27 H28 H29 H30 R1
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■ TEC-FORCEの活動状況（令和元年度）

【台風19号による東北地方の被災箇所の調査】

①派遣月日： 10/15～10/21

◇留萌開発建設部の派遣人員：のべ３５人・日

◇調査場所： 宮城県角田市

◇調査概要： 道路被災状況調査

自治体支援② TEC-FORCE派遣【留萌開発建設部】

■ 大規模自然災害が発生した場合、被災地を管轄する地方公共団体や地方整備局等が行う、被災状況の迅速な把握、被害

の発生及び拡大防止、被災地の早期復旧その他災害応急対策に必要な技術的支援を円滑かつ迅速に実施するためにＴＥＣ

－ＦＯＲＣＥ※（緊急災害派遣隊）を派遣している。 ※ Technical  Emergency  Control  Force

路面清掃支援（福島県鏡石町）

道路被災状況調査（宮城県角田市）

河川被災状況調査（宮城県丸森町）

②派遣月日： 10/19～10/25

◇留萌開発建設部の派遣人員：のべ２８人・日

◇調査場所： 宮城県丸森町

◇調査概要： 河川被災状況調査

③派遣月日： 10/31～11/6

◇留萌開発建設部の派遣人員：のべ７人・日

◇調査場所： 福島県 郡山国道事務所

◇調査概要： 路面清掃等支援
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災害発生時の対応や支援 【災害対策用機械】

■ 北海道開発局では、災害時の緊急対応や情報通信の確保のための各種機材を全道各地に配備しており、災害時には
速やかに出動し被害の最小化を図っています。

■ これら機材は自治体の要請に基づき貸与することが可能です。
■ 大規模災害時には全国の地方整備局から機材が集結し支援を行います。

●地方自治体等への貸与

・最寄りの開発建設部又は道路・河川事務所へ、「被災状況」
「出動場所」「要請希望機械」等をお伝え下さい。

・機械のみの貸出を希望か、オペレーターを含めての貸出を
希望かも同時にお伝え下さい。

・災害対策用機械は無償貸与ですが、作業に必要な人員・燃
料等の最低限の実費は要請者の負担となります。

災害発生！

●配備状況

■北海道開発局では、地震、水害、及
び火山噴火等による様々な災害から
国民の生活と財産を守るために各種
の災 害対策用機械を保有し、道内の
みならず全国に出動出来るようにして
います。

北 海 道 開 発 局

北海道開発局 1 1

道央ブロック
札幌、小樽、室蘭

1 1 1 2 1 2 11 2 6 1 1 1 2 1 33

道南ブロック
函館

1 1 2  1  1  6

道東ブロック
釧路、帯広、網走（一部）

1 2 1 1 9 2 4 1 1 22

道北ブロック
旭川、留萌、稚内、網走（一部）

1 2 1 1 7 1 4 1 1 1 20

計 1 1 1 4 6 3 5 29 5 15 3 3 1 1 2 2 82

応
急
組
立
橋

ブ
ロ

ッ
ク
別
保
有
台
数

排
水
ポ
ン
プ
支
援
ユ
ニ

ッ
ト

ポ
ン
プ
自
走
装
置

照
明
車

土
の
う
造
成
機

水
陸
両
用
車

多
目
的
支
援
車

分
解
組
立
型
バ

ッ
ク
ホ
ウ

排
水
ポ
ン
プ
車

　　　　　　　　　　　　　保有
　　　　　　　　　　　　　機械名

　　保有
　　ブロック名
　　開発建設部名

災
害
対
策
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

小
型
無
人
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

無
人
災
害
調
査
車

衛
生
通
信
車

情
報
収
集
車

対
策
本
部
車

待
機
支
援
車
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災害発生時の対応や支援 【災害対策用機械の派遣】

衛星通信車土のう造成機

小形無人ヘリコプター 対策本部車 応急組立橋

災害対策用機械の活動状況

■北海道開発局では、地震、水害、及び火山噴火等による様々な災害から国民の生活と財産を守るために各種の災
害対策用機械を保有し、道内のみならず全国に出動出来るようにしています。

H22.8 低気圧による大雨（美唄市より要請）

給水車
排水ポンプ車

H23.3 東日本大震災への出動
（宮城県東松島市）

照明車

平成２２年８月大雨による天塩町での断水対応

北 海 道 開 発 局
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自治体支援③－１ 災害対策用機械・資機材【留萌開発建設部】

■ 本機械は、洪水災害時において排水作業を行う機械です。排水ポンプ・発動発電機・照明装置・クレーン装置等を搭載して

おり、ポンプ設置から排水作業までの作業をこれ１台で行うことができます。台風等のシーズンには出動要請の多い機種の

一つです。

排 水 ポ ン プ 車 の 現 場 使 用 状 況 （ 名 寄 市 、 豊 頃 町 、 標 茶 町 ）

排 水 ポ ン プ 車 （ 30m3級／min ） 軽 量 ポ ン プ (7.5m3/台)

◇平成２９年2月 導入

◇幌延河川事務所に配備

（河川事務所構内に車庫

建設予定のため、現在は羽幌

道路事務所天塩除雪ステーシ

ョンに仮置きしている。）
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自治体支援③－２ 災害対策用機械・資機材【留萌開発建設部】

■ 豪雨等による洪水時において、住民の安全や生活を確保するため、堤内に溢れた水を排除する資機材です。排水ポンプ車

とは異なり、自走不可、クレーン装置の装着はありませんが、排水ポンプ車と同様な高性能な小型ポンプを装備し、ポンプ設

置から排水作業までの作業を、発動発電機と一体で使用することで１台で行うことができます。

なお、能力は、一般的な排水ポンプ車（30m3級／min）の『1/3 （10m3級／min）の能力』があります。

◇留萌河川事務所、幌延河川事務所に配備

○排水ポンプパッケージ
全 幅：１．６ｍ
奥 行：１．２ｍ
全 高：１．５ｍ
質 量：６６０kg
排水能力：１０ｍ３／min
（ 排水ポンプ：５ｍ３／min×２台）
ポ ン プ：φ２００㎜、質量２４kg／台
揚 程：１０ｍ

設 置 状 況 ポ ン プ 投 入 状 況積 込 ・ 運 搬 状 況

○発動発電機
全 長：１．９ｍ
全 幅：０．９ｍ
全 高：１．２ｍ
質 量：１，０２５kg
定格出力：３７／４５kVA

（５０／６０Hz）
エンジン：ディーゼルエンジン
燃料タンク：１００Ｌ
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